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日頃より、ごみ出しルール・分別にご協力いただき、ありがとうございます。 

ごみの出し方についての苦情が、自治会に寄せられています。収集日の前日よりかなり前に出されたり、
間違ったごみの出し方をすると、ご近所の方や掃除当番の方に大変ご迷惑がかかります。 

今回は、特に違反例の多いごみ集積所(農業倉庫内)の現状について掲載します。 

◆違反例（農業倉庫に散乱した資源ごみ 最近の農業倉庫内の様子です） 
  ① カセットボンベ・スプレー缶、ライターを回収容器に入れずに出す。 
  ② 収集日を守らずに、資源ごみをまとめて出す。 
  ③ トレイ類の収集日に、段ボールを出す。 
  ④ 破砕ごみとして出されるごみを、資源ごみ置き場に出す。 

  ⑤ 容器をごみの種類に関係なく無差別に使用しているため、必用な時に容器が不足してしまう。 

 

  

  

違反ごみは回

収されず、市

の警告シール

が貼られます。 

✖トレイ類を出す時に場所が確保できなくなり 

  ごみの収集に遅れが生じます。 

✖ 破砕ごみ袋に入れずに、段ボールに入れたファイル 

② 

※専用容器に入れて、回収日の前日に出して下さい。 

水保自治会からのお願い  ごみ出しルールを守りましょう！ 

皆さんがお互いに気持ち良くごみ集積所を使用できるように、ごみ出しマナーの向上をお願いします。 

ごみ集積所は、ごみ捨て場ではありません。家庭から出されたごみを回収するための「一時保管場所」で

す。綺麗で住みよい町づくりのため、今後ともご協力をお願いいたします！ 
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◆お願い事項 
  ・資源ごみの回収は隔週です。収集日を守って下さい。 
  ・収集日以外の早出し、早朝・深夜のごみ出しは厳禁です。 
                            （朝は６時～、夜は９時までにお出し下さい） 

※今後、ごみ出しルールが守られない場合は、監視カメラ等の設置を考えます。 


